
（
消
防

学
校
等
）

第
五
十
一
条

都
道
府

県
は

、
財

政
上

の
事

情
そ
の
他
特
別
の
事
情

の
あ
る
場
合

を
除
く
ほ

か
、
単
独
に
又

は
共

同
し
て
、
消

防
職

員
及

び
消

防
団
員
の
教
育
訓
練

を
行

う
た
め
に
消

防
学

校
を
設
置

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
地
方
自
治
法
第

二
百

五
十

二
条

の
十

九
第

一
項
の

指
定
都

市
（
以
下

「
指
定

都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
単

独
に
又

は
都

道
府

県
と
共

同
し
て
、
消

防
職

員
及
び
消
防

団
員

の
教

育
訓

練
を
行

う
た
め
に
消

防
学
校

を
設

置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
消

防
学

校
を
設

置
す
る
指
定
都

市
以
外

の
市
及
び
町
村
は
、
消
防
職

員
及
び
消

防
団

員
の

訓
練

を
行

う
た
め
に
訓

練
機

関
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
消
防
学
校
の
教

育
訓

練
に
つ
い
て
は

、
消

防
庁

が
定
め
る
基

準
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

消
防
組
織

法
（
昭

和
2
2
年

1
2
月

2
3
日
法
律
第

2
2
6
号
）

（
趣
旨

）
第
一
条
の
二

消
防

学
校

の
学

校
長

(以
下

「
学

校
長
」
と
い
う
。

)は
、
各
教
育

訓
練
の

種
類
又

は
種
別

ご
と
に
、
こ
の

基
準

に
定

め
る
到

達
目

標
を

達
成
す
る
た
め
、
こ
の

基
準

に
定

め
る
標

準
的

な
教
科
目

及
び
時

間
数

を
勘
案

し
て
、
必
要
と
認
め
る
教

科
目

及
び
時

間
数

を
定

め
る
も
の

と
す

る
。

（
教
育

訓
練
の
種
類

）
第
三
条

消
防
学
校

の
教

育
訓

練
の

種
類

は
、
消
防
職
員

に
対
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
初
任

教
育
、
専

科
教

育
、
幹

部
教

育
及

び
特

別
教

育
と
し
、

消
防
団
員
に
対
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は

基
礎

教
育
、
専
科

教
育
、
幹
部

教
育
及

び
特
別

教
育
と
す
る
。

６
「
特

別
教
育
」
と
は

、
第

二
項

か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
教
育

訓
練
以

外
の
教

育
訓
練

で
、
特
別
の

目
的

の
た
め
に
行

う
も
の

を
い
う
。

（
消
防

団
員
に
対
す
る
特

別
教

育
）

第
十
一
条

消
防
団

員
に
対

す
る
特

別
教

育
の

到
達

目
標
並
び
に
教
科
目

及
び
時

間
数
は
、
目
的
に
応

じ
て
適

宜
編

成
す
る
も
の

と
す
る
。

消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準

（
平
成

1
5
年

1
1
月

1
9
日
消
防
庁
告
示
第

３
号

）

１

消
防
学
校
に
お
け
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
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（
１
）
準
中
型
免
許
の
新
設


道
路
交
通
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成

29
年

3月
12
日
か
ら
「
準
中
型
免
許
」
（
車
両
総
重
量

3.
5ト

ン
以
上

7.
5ト

ン
未
満
）
を
新
設
。


平
成

29
年
３
月

12
日
以
降
に
取
得
し
た
普
通
免
許
で
運
転
で
き
る
自
動
車
は
、
車
両
総
重
量

3.
5ト

ン
未
満
と
な
っ
た
。

※
平
成

29
年
３
月

11
日
以
前
は
、
普
通
免
許
で
、
車
両
総
重
量

5ト
ン
未
満
の
自
動
車
ま
で
運
転
可
能
で
あ
っ
た
。

※
平
成

29
年
３
月

11
日
以
前
に
普
通
免
許
を
取
得
し
て
い
た
者
は
、
引
き
続
き
、
車
両
総
重
量

5ト
ン
未
満
の
自
動
車
を
運
転
可
能
。

（
２
）
消
防
団
で
使
用
す
る
車
両


地
域
に
よ
って
は
、車

両
総
重
量

3.
5ト
ン
以
上
の
消
防
ポ
ン
プ
車
等
を
消
防
団
で
所
有
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、運

転
者
の
確
保
が
課
題
。

１
．
問
題
の
所
在

（
１
）
消
防
団
員
の
準
中
型
免
許
取
得
に
係
る
公
費
負
担
制
度
の
創
設


消
防
団
員
が
準
中
型
免
許
を
取
得
す
る
経
費
に
つ
い
て
助
成
す
る
制
度
を
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
導
入
す
る
こ
と
。


平
成

30
年
度
か
ら
新
た
に
、
以
下
の
経
費
に
つ
い
て
地
方
財
政
措
置
（
特
別
交
付
税
措
置
）
を
講
じ
る
。

対
象
経
費
：
平
成

29
年
３
月

12
日
以
降
に
普
通
免
許
を
取
得
し
た
新
規
加
入
団
員
が
、
準
中
型
免
許
を
取
得
す
る
経
費
に
対
し
て
、

地
方
公
共
団
体
が
助
成
を
行
っ
た
場
合
の
当
該
助
成
額
の
一
定
割
合

（
２
）
軽
量
の
消
防
車
両
の
活
用


必
要
と
さ
れ
る
消
防
力
等
、
地
域
の
実
情
を
十
分
に
勘
案
し
た
上
で
、
消
防
団
で
所
有
す
る
自
動
車
を
更
新
す
る
機
会
等
に
あ
わ
せ
て
、

軽
量
の
自
動
車
（
例
え
ば
、

3.
5ト

ン
未
満
の
小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
等
）
を
活
用
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。

※
3.

5ト
ン
未
満
の
消
防
ポ
ン
プ
車
の
開
発
状
況
等
、
必
要
な
情
報
提
供
を
随
時
行
う
予
定
。

２
．
対
応
策

準
中
型
免
許
の
新
設
に
係
る
対
応
に
つ
い
て

（
消

防
団

で
使
用
す
る
自
動
車
関
連
）

２
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